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広
告
入
り
公
用
封
筒
の

寄
贈
者
を
募
集
し
ま
す

子
ど
も
会
の
登
録

受
け
付
け
ま
す

informations for life              くらしの情報

新
し
く
行
政
協
力
員
と
民
生
・

児
童
委
員
と
し
て
委
嘱

荒
尾
駅
前
の
放
置
自
転
車
・

バ
イ
ク
を
撤
去
し
ま
す

行
政
相
談
を

ご
存
知
で
す
か
？

夜
間
・
休
日
に
特
別
納
税
窓

口
を
開
設
し
ま
す

４
月
１
日
付
け
で
、
新
た
に

次
の
人
を
行
政
協
力
員
と
し
て

委
嘱
し
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

●
行
政
協
力
員

【
樺
上
】

荒
木 

倶
則　

☎
68
・
２
６
９
８

【
境
崎
西
】

中
村 

利
一　

☎
64
・
０
２
６
６

　

ま
た
、
次
の
人
が
新
た
に
民

荒
尾
市
役
所
市
民
課
で
使
用

す
る
封
筒
に
広
告
を
掲
載
し
た

封
筒
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
け
る

業
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
必
要
枚
数

①
Ａ
４
判
用
封
筒
…
３
万
枚

②
Ａ
５
判
用
封
筒
…
１
万
枚

●
使
用
期
間　

10
月
１
日
～
平
成

24
年
９
月
30
日

●
募
集
期
間　

５
月
６
日
（
金
）

～
５
月
31
日
（
火
）
午
後
５
時

●
受
付
場
所　

市
民
課

●
そ
の
他　

荒
尾
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
、
荒
尾
市
の
広
告

掲
載
に
関
す
る
要
綱
や
基
準
、

募
集
要
項
、
様
式
な
ど
が
確
認
ま

た
は
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
市
民
課　

☎
63
・
１
３
２
６

生
・
児
童
委
員
と
し
て
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

●
民
生
・
児
童
委
員

【
万
田
東
】

平
田 

陸
士　

☎
62
・
５
０
３
３

【
菰
屋
北
】

百
田 

ヒ
ロ
子　

☎
68
・
０
１
０
８

【
中
一
部
・
猫
宮
】

吉
丸 

正
昭　

☎
63
・
１
５
９
４

●
前
任
者
に
は
、
長
い
間
ご
協
力

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

問
行
政
協
力
員
に
つ
い
て

総
務
課　

☎
63
・
１
２
０
９

問
民
生
・
児
童
委
員
に
つ
い
て

福
祉
課　

☎
63
・
１
４
０
６

市
子
ど
も
会
連
合
会
で
は
、

平
成
23
年
度
の
登
録
と
全
国
子

ど
も
会
安
全
会
へ
の
加
入
を
受

け
付
け
ま
す
。
よ
り
安
全
で
活

発
な
子
ど
も
会
活
動
の
た
め
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
受
付
日
時　

❶
５
月
13
日
（
金
）  
、
午
後
３

時
～
７
時

❷
５
月
14
日
（
土
）、
午
前
９
時

30
分
～
正
午

●
受
付
場
所　

中
央
公
民
館
Ｂ

室
・
和
室

●
費
用　

１
人
年
額

400
円（
登
録
、

安
全
会
費
含
む
）

問
社
会
教
育
課
☎
63
・
１
６
８
１

荒
尾
駅
周
辺（
プ
ロ
ロ
ー
グ
広

場
を
含
む
）に
放
置
さ
れ
て
い
る

自
転
車
・
バ
イ
ク
の
迷
惑
駐
車
が

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
と
荒
尾
警
察
署

と
Ｊ
Ｒ
九
州
荒
尾
駅
で
は
、
そ

の
整
理
・
駐
車
秩
序
の
回
復
の

た
め
、
放
置
自
転
車
の
実
態
調

査
を
行
い
ま
す
。

永
く
放
置
さ
れ
て
い
る
自
転

車
・
バ
イ
ク
は
撤
去
し
ま
す
の

で
、
心
当
り
の
あ
る
人
は
早
急

に
お
引
き
取
り
く
だ
さ
い
。

●
撤
去
日　

６
月
２
日
（
木
）

※
撤
去
後
６
カ
月
間
は
市
で
保

管
し
ま
す
が
、
そ
の
後
は
廃
棄

物
と
し
て
処
分
し
ま
す
。

問
土
木
課　

☎
63
・
１
４
８
５

行
政
相
談
で
は
、
総
務
大
臣

か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相
談

委
員
が
、
国
や
県
、
独
立
行
政

法
人
な
ど
の
仕
事
に
関
す
る
苦

情
や
要
望
を
受
け
付
け
、
関
係

機
関
に
あ
っ
せ
ん
し
て
解
決
や

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

県
で
は
、
水
俣
病
被
害
者
の

人
に
対
す
る
救
済
の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
対
象
と
な

る
人
は
、
か
つ
て
水
俣
湾
ま
た

は
そ
の
周
辺
の
汚
染
さ
れ
た
魚

な
ど
を
た
く
さ
ん
食
べ
た
人
の

う
ち
、
両
手
足
の
先
な
ど
に
感

覚
障
害
を
お
持
ち
の
人
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
熊
本
県
水
俣
病
保
健
課

☎
096
・

333
・
２
３
０
６

５
月
は
納
税
推
進
月
間
で
す
。

市
で
は
、
夜
間
・
休
日
に
納
税

窓
口
を
開
設
し
、
納
税
と
納
税
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
平
日
の
夜
間
納
税
窓
口
】

●
開
設
日　

５
月
16
日
（
月
）
～

27
日
（
金
）

●
時
間　

午
後
５
時
15
分
～
午
後

８
時

【
休
日
の
納
税
窓
口
】

●
開
設
日

５
月
21
日（
土
）・
５
月
22
日（
日
）

５
月
28
日（
土
）・
５
月
29
日（
日
）

●
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

【
受
付
窓
口
】
収
納
課
⑧
番
窓
口

●
対
象
税
目　

市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・

軽
自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税

【
納
税
相
談 

ご
利
用
く
だ
さ
い
】

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な

い
と
、
本
税
の
ほ
か
に
督
促
手

数
料
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る

と
と
も
に
、
滞
納
処
分
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
方
法
な
ど
の
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
納
課　

☎
63
・
１
３
５
３
、

☎
63
・
１
３
６
２

実
現
を
促
進
し
、
行
政
の
制
度
・

運
営
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

市
で
は
、
２
人
の
行
政
相
談

委
員
が
定
例
の
相
談
所
を
開
い

て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
相
談
日

日
程
は
広
報
あ
ら
お
１
日
号
の

カ
レ
ン
ダ
ー
と
、
15
日
号
の
「
各

種
相
談
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
行
政
相
談
委
員

境 

民
子
さ
ん
（
岱
洋
東
）

☎
66
・
３
９
４
６

福
嶋 

美
紀
さ
ん（
大
島
町
３
丁
目
）

☎
62
・
２
５
３
４

●
定
例
相
談
日　

毎
月
第
１
・
３

木
曜
、
午
前
10
時
～
正
午

●
場
所　

市
役
所
総
合
案
内

問
市
民
課　

☎
63
・
１
３
０
２
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障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
、
子

の
加
算
額
を
受
給
し
て
い
る
人
へ

平
成
23
年
４
月
か
ら
「
障
害

年
金
加
算
改
善
法
」
が
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
障
害
基
礎
年

金
で
子
の
加
算
対
象
に
な
っ
て

い
る
児
童
で
も
、
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
額
の
ほ
う
が
障
害
基

礎
年
金
の
子
の
加
算
額
よ
り
多

い
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
は
、
障
害
基
礎
年
金
人
受
給

者
の
配
偶
者
で
す
。
必
ず
受
給

者
本
人
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
人
の
児
童
が
両
方
を
受
給

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
今
ま
で
ど
お
り
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
対
象
と
な
ら
な
い
人
】

・
ひ
と
り
親
家
庭
で
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人

・
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
が
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行

令
で
定
め
る
程
度
の
障
が
い
の

な
い
人

問
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
課☎

63
・
１
４
１
７

問
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

玉
名
年
金
事
務
所

☎
74
・
１
６
１
２

子
ど
も
手
当
は

引
き
続
き
支
給
さ
れ
ま
す

●
支
給
期
間　

平
成
23
年
４
月
～

９
月
の
６
カ
月
間

●
支
給
金
額　

子
ど
も
１
人
に
つ

き
１
万
３
千
円

●
支
給
対
象　

０
歳
～
中
学
校
卒

業
ま
で
の
子
ど
も

●
支
給
月　

平
成
23
年
６
月
・
10
月

●
現
況
届　

６
月
は
不
要
で
す
。

10
月
に
届
出
や
申
請
な
ど
が
必

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
次
の
人
は
申
請
手
続
き
が
必

要
で
す

・
出
生
し
た
人
、
転
入
し
た
人

・
支
給
対
象
の
子
ど
も
の
人
数
に

変
更
が
あ
っ
た
人

問
子
育
て
支
援
課

☎
63
・
１
４
１
７

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手

帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
っ
て

い
る
人
で
、
表
１
に
あ
て
は

ま
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
っ

て
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ

ま
す
。

平
成
23
年
度
　
軽
自
動
車

税
減
免
を
受
け
付
け
ま
す

問
税
務
課　

☎
63
・
１
３
４
２

●
申
請
期
限　

５
月
24
日（
火
）

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

●
申
請
場
所

税
務
課
市
民
税
係

●
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳 

な
ど

・
印
鑑
（
朱
肉
を
用
い
る
も
の

に
限
る
）

・
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許

証
（
コ
ピ
ー
可
）

・
車
検
証
（
車
検
の
あ
る
車
両

の
み
、
コ
ピ
ー
可
）

・
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

※
障
が
い
の
あ
る
人
の
み
の

世
帯
で
、
常
時
介
護
を
す
る
人

が
運
転
す
る
場
合
は
、
福
祉

事
務
所
が
発
行
す
る
「
常
時

介
護
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

身体障害者手帳
（18 歳以上の人）

戦傷病者手帳

本人

本人
または

生計を一にする人
（常時介護をする
人が運転でも可）

表 2 をご覧ください

身体障害者手帳
（18 歳未満の人）

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

本人
または

生計を一にする人

生計を一にする人
（常時介護をする
人が運転でも可）

手帳の種類

軽自動車等の
所有者

運転者

障がいの範囲

※車を所有権留保付割賦販売（ローン販売）で購入した場合
は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免の対
象となります。

※事業用のものは除かれます。
※減免は、障がいのある人１人につき１台（普通車（自動車

税）を含む）に限ります。
※自動車税の減免申請は、次にお問い合わせください。

問玉名地域振興局税務課 　☎ 74-2120

●表 1　対象となる手帳の種類
障がい区分など 本人が運転 生計を一にする人が

運転する場合

身
体
障
害
者
手
帳

視覚障がい 1 級～ 4 級の 1
聴覚障がい 2 級・3 級
平衡機能障がい 3 級
音声機能障がい 3 級 ※1 ×
上肢機能障がい 1 級～ 2 級の 2
下肢機能障がい 1 級～ 6 級 1 級～ 3 級の 1
体幹機能障がい 1 級～ 3 級・5 級 1 級～ 3 級

乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障がい

上肢機能 1 級～ 2 級（1 上肢を除く）

移動機能 1 級～ 6 級 1 級～ 3 級
（1 下肢を除く）

内部障がい 1 級～ 3 級
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障がい 1 級～ 3 級

療育手帳 障がいの程度が「重度 A1・A2」
精神障害者保健福祉手帳 1 級
戦傷病者手帳 詳しくはお問い合わせください※ 2

●表 2　減免の対象となる障がいの範囲

※1  咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります
※ 2 身体障害者手帳の交付を受けている人に準じて減免対象とな

る範囲が決められています

少年指導センター

ヤングテレホンあらお
☎ 66-2214

★学校や友だち、家庭や子どものこと…
困ったことがあったら、ひとりで悩まな

いで！ぜひ気軽に相談してください★
●相談時間

    月～金曜（祝日を除く）
    午前９時～午後５時まで

あなたの秘密は守ります


